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業務量管理・健康確保措置実施計画について 

 

教育庁働き方改革推進課  

 

教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、学校における働き方改革の一層の推進、

教員の処遇の改善等を図ることを目的とした、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給

与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（以下「改正給特法」という。）が、

令和８年４月１日に施行された。 

当該法律において、学校における働き方改革の推進のため、教育委員会が講ずべき措

置として、 

(1)教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための措置を実施するための 

計画（業務量管理・健康確保措置実施計画）の策定・公表、計画の実施状況の公表

義務付け 

(2)同計画の内容及び実施状況について、総合教育会議への報告義務付け 

(3)計画の策定・実施に関して、都道府県教育委員会による市町村教育委員会への指導

助言等の努力義務 

が規定されたことから、今回は同法に基づき報告する。 

 

１ 業務量管理・健康確保措置実施計画について 

(1)業務量管理・健康確保措置実施計画の既存計画との位置づけについて 

 改正給特法に基づく業務量管理・健康確保措置実施計画について、既存の計画が、

文部科学大臣が定める指針の内容に即している場合は、当該計画を活用できるとされ

ていることを踏まえ、沖縄県教育委員会では令和６年３月に策定した沖縄県公立学校

における働き方改革推進計画「みんなの学校！ピースフル・プラン」（以下「計画」

という。）を沖縄県立学校における教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画と

して位置付けることとしている。 

 

（2）計画の概要 

 ○目的：「教職員一人一人が､良好な人間関係を築き､心身ともに健康で本来の職務に

専念し､児童生徒と共に学び､成長しながら､専門性を十分に発揮して､『子供

たちへのより良い教育』を行っていくことができる教育環境を整える」 

 ○計画の期間：令和６年度から８年度までの３年間 

 ○目標：教職員が「働きやすさ」「働きがい」「心身の健康」を十分に実感できる 

環境整備  

※「働きやすさ」「働きがい」「心身の健康」を３つの軸（３軸）と捉え、各軸の具体

的な要素として下記の６つの視点を設定し、教職員の「３軸・６視点」の実感の向

上を目指す。 
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○計画の内容：目標達成のため、具体的方策として全 50 項目からなる取組目標を３つ

の柱で分類・整理した、「私たちのピース･リスト 2023」を同計画と併せて策定し、

取り組んでいる。 

  ※３つの柱： 

・「人材の確保」例）教員業務支援員等各種支援員の適正配置、労働安全衛生管理の充実 

   ・「教育ＤＸの推進」例）高校入試出願手続きの電子化、校務支援ＤＸの推進 

   ・「業務の役割分担、適正化」例）部活動の地域展開に係る取組の推進、保護者、地域、首長部局

等との連携協働体制の構築 

２ 計画の成果について 

 県内公立学校については、令和７年度までに「私たちのピース・リスト 2023」に掲げ

た全 50 項目に着手済みとなっており、成果として、県内公立学校の教職員における長

時間勤務者の人数と割合の推移を報告する。 

(1) 対象：県内公立学校の全教職員 17,050 人（学校基本調査：令和６年５月１日時点） 

(2) 時間外在校等時間月 80 時間超（年度計月平均）の教職員の人数と割合 

①  市町村立学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・時間外在校等時間月 80 時間超の月平均人数は、令和元年度 423.5 人から令和

６年度 190.7 人の 55.0％減となっている。 

・時間外在校等時間月 80 時間超の職員全体に占める割合は、令和元年度 5.5％

から令和６年度 1.8％と 3.7P 減となり、減少傾向にある。 

３軸 ６視点 

働きや

すさ 

①同僚・管理職との良好な人間関係の構築 

②個人の裁量（ゆとり）ある時間の確保 

働きが

い 

③児童生徒・保護者との信頼関係の構築 

④資質能力の向上や専門性の発揮 

心身の

健康 

⑤心身の健康の確保と安全・快適な職場環境の形成 

⑥長時間勤務の改善 
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  ② 県立学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・時間外在校等時間月 80 時間超の月平均人数は、令和元年度 221.5 人から令

和６年度 123.4 人の 44.3％減となった。 

・時間外在校等時間月 80 時間超の職員全体に占める割合は、令和元年度 3.9％

から令和６年度 2.1％と 1.8P 減となり、減少傾向にある。 
 

〇長時間勤務の主な要因としては、市町村立小学校では「授業準備」、次いで「事

務・報告書作成」「評価・成績処理」が挙げられており、市町村立中学校及び県

立高等学校では「部活動指導」、次いで「授業準備」「事務・報告書作成」が挙

げられる。 
 

３ その他（今後の取組等） 

 計画が今年度までの期間となっていることから、 

（1）教職員の長時間勤務の主な要因として挙げられている、「授業準備」や「事務

・報告書作成」の負担軽減を図るため、引き続き、支援員等の人材確保や校務支

援システム導入等の教育ＤＸの推進、部活動の地域展開等を推進する。 

 

  (2) 国は、経済財政運営と改革の基本方針 2025 において 2029（令和 11）年度まで

を緊急改革期間として、働き方改革と併せて、学校の指導・運営体制の充実に向

けた施策等を推し進めていくことを示しており、引き続き、国の施策とも連動し

ながら更なる取組の推進を図る。 
 

(3) 本計画の目的である「子供たちへのより良い教育」を行っていくことができる

教育環境を整えるために、総合教育会議等を通じて知事部局との更なる連携・

協働を図り、地域や学校の実情に応じた取組を推進する。 

   ➤ 令和９年度以降の沖縄県教育委員会の「業務量管理・健康確保措置実施計

画」については、本年度中に策定し、総合教育会議で報告を行う。 
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